
鹿児島県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）第76条の３及び児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第33 条の18に基づく障害福祉サービス等情報の公

表について，必要な事項を定める。

（趣旨）

第２条 障害者総合支援法第76条の３第１項及び児童福祉法第33条の18第１項に規定

する対象事業者（以下「事業者」という。）から報告される障害福祉サービス等情

報の受理，調査，情報の公表等の事務を毎年度実施するに当たり，当該事務を効率

的かつ円滑に行うため，本要綱を策定する。

（公表対象事業者等）

第３条 情報の公表を行う指定障害福祉サービス等の種類は，以下のとおりとする。

１ 指定障害福祉サービス（共生型障害福祉サービスを含む。）

指定居宅介護，指定重度訪問介護，指定同行援護，指定行動援護，指定療養介

護，指定生活介護，指定短期入所，指定重度障害者等包括支援，指定施設入所支

援，指定自立訓練，指定就労移行支援，指定就労継続支援，指定就労定着支援，

指定自立生活援助及び指定共同生活援助

２ 指定地域相談支援

指定地域移行支援及び指定地域定着支援

３ 指定計画相談支援

４ 指定通所支援（共生型通所支援を含む。）

指定児童発達支援，指定医療型児童発達支援（指定発達支援医療機関が行うも

のを除く。），指定放課後等デイサービス，指定居宅訪問型児童発達支援及び指定

保育所等訪問支援

５ 指定障害児相談支援

６ 指定入所支援（指定発達支援医療機関が行うものを除く。）

指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設

（障害福祉サービス情報の内容）

第４条 障害者総合支援法第76条の３第１項及び児童福祉法第33条の18第１項の規定

に基づき，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

（平成18年厚生労働省令第19号。以下「障総則」という。）の別表第１号及び別表

第２号並びに児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号。以下「児福則」とい

う。）の別表第２及び別表第３に掲げる項目に関する具体的内容は，それぞれ，別

表第１（基本情報）及び別表第２（運営情報）のとおりとする。



（報告の対象となる事業者）

第５条 障害者総合支援法第76条の３第１項及び児童福祉法第33条の18第１項の規定

により，新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者について

は，指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとするときに報告の対象となる。

また，障害者総合支援法第76条の３第１項及び障総則第65条の９の６並びに児童

福祉法第33条の18第１項及び児福則第36条の30の２の規定により，災害その他知事

に対し情報公表対象サービス等の報告を行うことができないことにつき正当な理由

がある事業者を除き，本要綱で定める基準日より前において指定障害福祉サービス

等を提供している事業者を報告の対象とする。

（実施主体）

第６条 情報公表制度の事務の実施主体は，事業者に対し，指定障害福祉サービス事

業者等に係る指定を行った知事とする。

ただし，市町村長から指定を受けた指定特定相談事業者が提供する，指定計画相

談支援（中核市の長から指定を受けた場合を除く。）及び指定障害児相談支援（中

核市の長から指定を受けた場合を除く。）に係る情報公表の事務の実施主体は，当

該市町村を管轄する知事とする。

（基準日）

第７条 本要綱に係る報告等の基準日は，令和２年４月１日とする。

（実施期間）

第８条 本制度の実施期間は，令和２年４月１日から令和３年３月31日までとする。

（報告の開始日）

第９条 本制度に係る報告の開始日は以下のとおりとする。

１ 令和２年４月１日より前に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者

令和２年５月１日

２ 令和２年４月１日以降に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者

指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日から１か月以内

（報告の期限）

第10条 本制度に係る報告の期限は以下のとおりとする。

１ 令和２年４月１日より前に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者

令和２年７月31日

２ 令和２年４月１日以降に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者

指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日から２か月以内



（公表の時期）

第11条 本制度に係る情報の公表の時期は以下のとおりとする。

１ 令和２年４月１日より前に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者

報告から２か月以内

２ 令和２年４月１日以降に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者

報告後１か月以内

（報告の方法）

第12条 事業者は，原則，独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス

等情報公表システム」（以下「公表システム」という。）を通じて知事に報告するこ

とする。ただし，公表システムを通じて報告できないやむを得ない事情がある場合

については，文書等による報告も可能とする。

（障害福祉サービス等情報の更新の取扱い）

第13条 法人及び事業所等の名称，所在地，電話番号，ＦＡＸ番号，ホームページ及

びメールアドレスについては，事業者は，当該事項の修正又は変更のあったときに，

公表システムを通じて知事に報告を行うこととする。

（是正命令を受けた事業者に係る障害福祉サービス等情報の取扱い）

第14条 事業者は，知事から，障害者総合支援法第76条の３第４項及び児童福祉法第

33条の18第４項の規定に基づく報告，報告の内容の是正又は調査を命じられた事業

者に係る障害福祉サービス等情報について，知事の指示により，調査又は公表を行

うこと。

（調査）

第15条 知事は，事業者が公表した障害福祉サービス等情報について，第１号各号に

定める場合に該当し，利用者保護等の観点から，根拠となる事実を確認する必要が

あると認めた場合は，障害者総合支援法第76条の３第３項及び児童福祉法第33条の

18第３項の規定に基づく調査（以下「調査」という。）を第２項に定める方法等に

より行うことができる。

１ 調査を行う場合

(1) 報告された内容に虚偽が疑われるとき

(2) 公表内容について，利用者から苦情等があったとき

(3) 指定障害福祉サービス等に係る実地指導を行うとき

(4) その他（食中毒や感染症の発生，火災，虐待等の問題が生じたとき等）

２ 調査の実施方法等

(1) 調査の実施体制

調査は，職員１名以上で行うものとする。

(2) 調査の内容

調査は，第４条に規定する基本情報及び運営情報について確認を行うものと

する。



(3) 調査の方法

調査は，原則，事業者を訪問し，当該調査に関して事業者を代表する者との

面接調査により行う。ただし，面接調査以外の方法により適正な調査が実施で

きる場合は，その他の方法により行う。

(4) 面接調査の方法

① 調査の時点及び期間

調査の時点は，報告日現在とする。また，過去の実績等の調査対象期間は，

報告された情報の作成日の前１年間とする。

② 基本情報の調査方法

調査は，当該情報の内容が確認できる記録等の書類や事業所内外の目視等

により確認するものとする。

③ 運営情報の調査方法

ア 調査は，運営情報において，実施していると報告のあった事項につい

て，その具体的な方法の確認を行うものとする。

イ 具体的な方法を確認するに当たっては，当該取組の実施の有無を確認す

るものとし，取組の実施内容に関する良し悪しの評価，改善指導等を行わ

ないものとする。

ウ 具体的な方法を確認するに当たり，利用者ごとの記録等の事実確認を行

う場合については，当該記録等の原本を１件確認することで足りるものと

する。

エ 具体的な方法を確認するに当たっては，紙，電子媒体等の形式は問わな

いものとする。

オ 研修会等の実施記録の確認に当たっては，少なくとも，当該研修会等の

題目，開催日，出席者及び実施内容の概要を確認するものとする。

カ 各種研修については，事業者が自ら実施するもの又は外部の研修へ参加

させるものの別を問わない。

(5) 調査の終了

調査の終了時においては，調査結果について，事実誤認がないこと及び調査

結果がそのまま公表されるものであることについて事業者の同意を得るものと

する。当該同意をもって，調査が終了するものとする。

３ 調査事務に関する留意点

本制度における調査は，事業者が自らの責任で報告する障害福祉サービス等情

報について，知事が必要と認める場合に当該情報の事実確認を行うための仕組み

であり，当該調査による事実確認により，事業者が実施する取組の良し悪しや，

事業者自体を評価する仕組みではないことに留意するものとする。



（情報の公表）

第16条 情報の公表については，以下のとおり行うこととする。

１ 手続き

知事は，本要綱等に基づき，事業者が提供する指定障害福祉サービス等の種類

・事業所ごとの基本情報及び運営情報を公表する。

また，調査を実施した場合には，当該調査結果についても公表する。

２ 公表の方法等

知事が行う情報の公表方法は，次によるものとする。

(1) インターネットによる公表

知事は，管轄の事業者の障害福祉サービス等情報を公平に公表するとともに，

極めて多くの事業者の情報の中から，利用者が必要な情報を抽出し，適切に比

較検討することを支援するため，インターネットによる公表を行うものとする。

また，知事は，インターネットによる公表情報が適切に障害福祉サービス等

の利用者等に伝わるよう，利用者の家族，市町村，相談支援事業者等に対し，

本制度の活用について普及啓発に努めるものとする。

(2) その他の公表方法

知事は，利用者等からの要請に応じて，紙媒体による情報提供，閲覧等につ

いても行うものとする。

(3) 事業者による公表

事業者は，公表する障害福祉サービス等情報について，障害福祉サービス事

業所等の見やすい場所に掲示するなど，利用者等への情報提供に努めるものと

する。

また，利用者等が希望する場合は，事業者は，利用者等のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を記した文書に，公表する障害福祉サービス等情

報を添付することができる。

（相談及び苦情等の対応）

第17条 当該制度に係る苦情及び相談窓口は，別表第３のとおりとする。

２ 公表されている情報（以下「公表情報」という。）に関する利用者等からの苦

情等については，知事は，事業者に対する照会等を行い、適切な説明が得られた

場合は、利用者等に対し説明を行うものとする。また，この場合，公表情報の訂

正が必要な場合は、事業者から公表情報の訂正の報告を受けた後，速やかに公表

するものとする。

その際，事業者から適切な説明が得られなかった場合，知事は，障害者総合支

援法第76条の３第４項及び児童福祉法第33条の18第４項の規定に基づく報告内容

の是正命令等をおこなうことができる。

３ 知事は，利用者等からの苦情等に関する対応の経過を記録するものとする。

附 則

この要綱は，平成30年５月８日から施行する。

附 則

この要綱は，平成31年４月１日から施行する。



附 則

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。
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別表第３（第17条関係）

【相談等窓口（障害児入所サービスを除く）】

機関名 所在地 連絡先 担当地域

鹿児島地域振興局 〒899-2501 099-272-6301 日置市，いちき串木野

保健福祉環境部 日置市 市，三島村，十島村

地域保健福祉課 伊集院町下谷口1960-1

南 地域振興局 〒897-0001 0993-53-8001 枕崎市，指宿市，南さ

保健福祉環境部 南さつま市 つま市，南九州市

地域保健福祉課 加世田村原2丁目1-1

北 地域振興局 〒895-0041 0996-23-3166 阿久根市，出水市，薩

保健福祉環境部 薩摩川内市 摩川内市，さつま町，

地域保健福祉課 隈之城町228-1 長島町

姶良・伊佐地域振 〒899-5112 0995-44-7964 霧島市，伊佐市，姶良

興局 霧島市 市，湧水町

保健福祉環境部 隼人町松永3320-16

地域保健福祉課

大隅地域振興局 〒893-0011 0994-52-2124 鹿屋市，垂水市，曽於

保健福祉環境部 鹿屋市 市，志布志市，大崎町，

地域保健福祉課 打馬二丁目16-6 東串良町，錦江町，南

大隅町，肝付町

熊毛支庁 〒891-3192 0997-22-1830 西之表市，中種子町，

保健福祉環境部 西之表市 南種子町，屋久島町

地域保健福祉課 西之表7590

大島支庁 〒894-8501 0997-57-7243 奄美市，大和村，宇検

保健福祉環境部 奄美市 村，瀬戸内町，龍郷町，

地域保健福祉課 名瀬永田町17-3 喜界町，徳之島町，天

城町，伊仙町，和泊町，

知名町，与論町

【相談窓口（障害児入所サービス）】

機関名 所在地 連絡先 担当地域

くらし保健福祉部 〒890-8577 099-286-2749 県内全域

障害福祉課施設支援係 鹿児島市鴨池新町10番１号

【総合窓口】

機関名 所在地 連絡先

くらし保健福祉部 〒890-8577 099-286-2749

障害福祉課施設支援係 鹿児島市鴨池新町10番１号


